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Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 

 １ 森林整備の現状と課題 

本町は、熊本県西部、天草下島の西北端に位置し、東は天草市(旧五和町・旧本渡市)、

南は天草市(旧天草町)に隣接し、北は千々石灘、西は天草灘に臨み、南東部には、都

呂々・福連木境の天竺（５３８ｍ）を最高にその北方の柱岳（５１７ｍ）、矢筈岳（４

８０ｍ）、水の元（４８８ｍ）などに連ねる稜線が天草灘と島原海湾斜面に分けている。

この山系を分水嶺として、都呂々川（９．３ｋｍ）志岐川（７．３ｋｍ）、松原川（７．

５ｋｍ）の諸河川が天草灘・千々石灘に流入しており、北緯３２度３２分から２５分、

東経１３０度１分から７分の間にあり、東西９．８ｋｍ、南北１２．３ｋｍ、総面積

６，７５８ｈａである。 

本町の森林は町の総面積の約６１％を占め、民有林面積は４，１４２ｈａで、森林

資源の構成は人工林面積１，９８７ｈａ（４８．０％）、天然林面積２，０６１ｈａ（４

９．８％）、竹林等その他の面積９３ｈａ（２．２％）であり、総蓄積数は１，０２７，

７３２m3で人工林７２８，２８３m3，天然林２９９，４４９m3となっている。 

森林資源の状況は戦後の拡大造林の推進により、人工林率５０％近くに達したが、

その森林の多くは間伐の時期を迎えている。しかし、近年、林業を取り巻く状況は依

然厳しく、木材価格の低迷、林業労働者の減少と高齢化さらに森林に対する住民の意

識・価値観が多様化し間伐・保育等が適正に実施されない森林が多く見られ、このよ

うな状況下でも森林の有する水資源のかん養、防災的役割など公益的な機能を発揮し

ていくことが重要であり、間伐を主とした民有林整備を積極的に進め、生産性を向上

させるとともに、多様な木材需要に対応するための、伐期に達した人工林の積極的な

主伐及び伐採跡地への植栽による的確な更新による林齢構成の平準化を行い、森林の

維持向上を図らねばならない。 

 

 ２ 森林整備の基本方針 

(1) 地域の目指すべき森林資源の姿 

森林の有する機能毎に、その機能発揮の上から望ましい森林資源の姿を下表により

示す。 

森林の有する機能 機能発揮の上から望ましい森林資源の姿 

水源涵養機能 

下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄

えるすき間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壌を有す

る森林 

山地災害防止機能 

／土壌保全機能 

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射

し込み、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し、土

壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山

地災害を防ぐ施設が整備されている森林 

快適環境形成機能 
樹高が高く枝葉が多く茂っているなど、遮へい能力や汚染

物質の吸着能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林 
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保健・レクリェーション

機能 

身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理さ

れ、多様な樹種等からなり、住民等に憩いと学びの場を提

供している森林であって、必要に応じて保健・教育活動に

適した施設が整備されている森林 

文化機能 

史跡、名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的

風致を構成している森林であって、必要に応じて文化活動

に適した施設が整備されている森林 

生物多様性保全機能 

原始的な森林生態系、希少な生物が生育・生息している森

林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息してい

る渓畔林 

木材等生産機能 

材木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で

良好な樹木により構 成され、成長量が高い森林であっ

て、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林 

 

(2) 森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策 

発揮を期待する機能に応じ、次のとおり森林整備を推進するものとする。 

ア 水源涵養機能 

良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植

生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐採に伴って発生する裸地に

ついては、縮小及び分散を図る。 

また、ダム等の利水施設上流部において、水源涵養の機能が十分に発揮されるよう、

保安林の指定及びその適切な管理を推進する。 

 

イ 山地災害防止機能／土壌保全機能 

災害に強い町土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床

の裸地化の縮小並びに回避を図る施業を推進する。 

また、集落等に接近する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の

流出防備等の機能が十分に発揮されるよう保安林指定やその適切な管理を推進し、

渓岸の浸食防止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の施設の

設備を図る。 

 

ウ 快適環境形成機能 

 地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄化のた

めに有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や適切な保

育・間伐等を推進する。 

 また、快適な環境保全のための保安林の指定やその適切な管理、防風、防潮等に

重要な役割を果たしている海岸林等の保全、整備を図る。 
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エ 保健・レクリェーション機能 

 町民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や住民のニーズ等に応じ広

葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進する。 

 また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進する。 

 

オ 文化機能 

 美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進する。 

 また、風致のための保安林の指定やその適切な管理を推進する。 

 

カ 生物多様性保全機能 

 原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息している森林、陸域・水域にまた

がり特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森

林については、生物多様性の維持増進を図る森林として保全することとする。 

 また、野生生物のための回廊の確保にも考慮した適切な保全を推進する。 

 

キ 木材等生産機能 

 木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性

を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の材木を生育させるための適切な造林、保

育及び間伐等を推進することを基本として、将来にわたり育成単層林として維持す

る森林では、主伐後の植栽による確実な更新を行う。この場合、施業の集約化や機

械化を通じた効率的な森林の整備を推進する。 

 

 なお、これらの森林整備を推進する上で最も重要となる林業労働力について、苓

北町の林業労働力の担い手である森林組合などの林業事業体は、現在、保育作業を

中心とした体制となっているが、主伐や利用間伐を推進するためには高性能林業機

械の導入や、その活用も含め、伐採を計画的に実施するための体制整備を推進する

必要があり、その課題解決に向けた取り組みへの支援を積極的に行うこととする。 

 また、適切な森林整備を推進していくために、林業事業体、林業関係団体、林業

普及指導員、森林管理署等の相互の連携をより一層密にし、研修会等を通じて、技

術指導、普及啓発に努めるとともに、その推進にあたっては、国、県の補助事業や

森林環境譲与税、地方財政措置等を有効に活用することとする。 

 

 ３ 森林施業の合理化に関する基本方針 

国、県、町、森林所有者、森林組合等で相互に連携を密にして、委託を受けて行う

森林の施業・経営の実施、森林施業の共同化、林業担い手の育成、林業機械化の推進、

流通体制の整備及び木材等の生産、加工・流通における条件整備等を計画的かつ総合

的に推進するものとする。 
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Ⅱ 森林の整備に関する事項 

第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

 １ 樹種別の立木の標準伐期齢 

本町の標準伐期齢は下表のとおりとする。 

   なお、標準伐期齢は、地域を通じた立木の伐採（主伐）の時期に関する指標と

して定めるものであり、標準伐期齢に達した時点での森林の伐採を促すためのもので

はない。 

地 域 

樹種 

スギ ヒノキ マツ 
その他 

針葉樹 
クヌギ 広葉樹 

町内全域 ４０年 ４５年 ３５年 ３５年 １０年 １５年 

 

 ２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

   森林の有する多面的な機能の維持増進を図るため、立地条件、既往の施業体系等を

勘案して行う。 

   立木の伐採のうち主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木地）

が、再び立木地となること）を伴う伐採であり、その方法については、以下に示す皆

伐又は択伐によるものとする。 

 

   皆伐：皆伐は、主伐のうち択伐以外のものとする。 

皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然的条件及び公益的機能の確保の

必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、１箇所当たりの伐採面積の規模及び伐

採区域のモザイク的配置に配慮し、伐採面積の規模に応じて、少なくともおおむ

ね２０ヘクタールごとに保残帯を設け適確な更新を図るものとする。 

    

   択伐：択伐は、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法

であって、単木・帯状又は樹群を単体として伐採区域全体ではおおむね均等な

割合で行うものとする。 

なお、材積にかかる伐採率が３０％以下（伐採後の造林が植栽による場合に 

あたっては４０％以下の伐採）とし、森林の有する多面的機能の維持増進が図

られる適正な林分構造となるよう、適切な伐採率によるものとする。 

 

   なお、立木の伐採の標準的な方法を進めるに当たっては、以下のア～エに留意する。 

 

ア 森林の有する多面的機能の維持増進を図ることを旨とし、立地条件、地域にお 

ける既往の施業体系、樹種の特性、木材の需要構造、森林の構成等を勘案する。 

 

イ 森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進を図る観点から、伐採跡

地が連続することのないよう、少なくとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保す
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るものとし、伐採の対象とする立木については、標準伐期齢以上を目安として選定

する。 

 

ウ 伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定め、その

方法を勘案して伐採を行うものとする。特に、伐採後の更新を天然更新による場合

には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮する。 

 

エ 林地の保全、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止、風致の維持及び渓流周

辺や尾根筋等の森林における生物多様性の保全等のため必要がある場合には、所要

の保護樹帯を設置することとし、野生動物の営巣等に重要な空洞木や枯損木及び目

的樹種以外の樹種であっても目的樹種の成長を妨げないものについては、保全に努

める。 

 

 ３ その他必要な事項 

(1) 伐造届出旗の掲示 

伐採箇所には、苓北町森林整備計画及び森林経営計画に適合した伐採であること

を地域住民等に周知するため、苓北町が発行する伐造届出旗を掲示し、無秩序な伐

採や植林未済地の抑制を図るものとする。 

 

(2) 病害虫の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分の設定指針 

制限林、特用林及び自家用林、試験研究の目的に供している森林その他これ

に準ずる森林以外の森林で、風害及び病虫害等の被害を受けているもの、又は

被害を受けやすいものであって、森林の健全性の維持の観点から伐採して更新

を図ることが望ましく、かつ、地理的条件からみて伐採が容易であると認めら

れる林分とする。 

 

(3) その他 

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進する森林においては、

持続的かつ安定的な木材等の生産を図るため、木材需要等に応じて計画的な伐

採を行うほか、路網の整備及び機械化による効率的な伐採を推進するものとす

る。 

 

第２ 造林に関する事項 

 １ 人工造林に関する事項 

   人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の

発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が

期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行うものとする。 

(1) 人工造林の対象樹種 

人工造林の主要樹種は、適地適木を基本として、地域の気候、地形、土壌等の自然

的条件、造林種苗の需給動向及び木材の利用状況や既往の造林実績等を勘案して、下

表のとおりとする。 
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なお、森林所有者等が定められた樹種以外を植栽しようとする場合は、林業普及指

導員又は苓北町農林水産課と相談の上、適切な樹種を選択するものとする。 

区分 樹種名 備考 

人工造林の対象樹種 
スギ、ヒノキ、マツ、クヌギ、 

ヤマモモ、イチイガシ、コナラ等 
 

 

(2) 人工造林の標準的な方法 

    人工造林のうち育成単層林の植栽本数は、下表の本数を標準として定めるものと

する。 

    育成複層林における樹下植栽については、育成単層林における標準的な植栽本数

に下層木以外の立木の伐採率（材積率）を乗じた本数以上を植栽するものとする。 

 なお、森林所有者等が定められた標準的な植栽本数と異なる本数で植栽しようと 

する場合は、林業普及指導員又は苓北町役場農林水産課と相談の上、適切な植栽本数

を判断するものとする。 

 

   ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数 

樹 種 仕立ての方法 
標準的な植栽本数 
（本／ｈａ） 

備考 

スギ、ヒノキ、クヌギ、高

木性広葉樹、マツ類、その

他 

疎仕立て～ 

中仕立て 

１，５００本 

～ 

３，０００本 

 

注）高木性広葉樹のうち、センダンについては、熊本県林業研究・研修センター等の公的研究機関による研
究成果に基づいて必要な保育施業を行う場合に限り、植栽本数基準の下限を400本/haとすることができる。 

 

   イ その他人工造林の方法 

地拵えの方法、植栽時期、植付けの方法その他必要な事項について、下表のとお

り定めるものとする。 

区 分 標準的な方法 

地拵えの方法 

林内の雑草木等を刈払い又は伐採し、その伐採木及び枝条等が植栽や保

育作業の支障とならないよう適宜整理集積を行うこととし、また、当該林

分の地形等の条件を考慮のうえ、伐採木及び枝条等が流亡しないよう特に

留意する。 

なお、高性能林業機械による伐採・搬出作業と同時並行して地拵えや植

栽を行う伐採と造林の一貫作業システムの導入など、作業工程の効率化に

努める。 

植付けの方法 
通常穴植えとし、矩形植栽又は三角形植栽等、地利・地形に応じて適切

な方法を選定する。 

植栽の時期 

２月上旬から３月中旬までを標準とした春植え又は９月中旬から１１

月上旬までを標準とした秋植えが一般的であるが、植栽時期の自由度が高

いコンテナ苗を使用する場合などには地域の自然的条件等に応じて適切

な時期を選定する。 
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  (3) 伐採跡地の人工造林をすべき期間 

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の積極的な造成を

図るとともに、林地の荒廃を防止するため、伐採跡地の人工造林をすべき期間を次

のとおり定めるものとする。 

①  植栽によらなければ適確な更新が困難な森林 
 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に指定した場合の森林の皆

伐による伐採に係るものについては、当該伐採が終了した日を含む年度の翌

年度の初日から起算して２年以内、択伐による伐採に係るものについては、

伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年を超えない

期間内に更新を完了するものとする。 

②  それ以外の森林 
 基本的に上記①と同様であるが、ぼう芽更新が期待できる場合は、この限

りでない。 

 

 ２ 天然更新に関する事項 

   天然更新については、気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等からみて、

主として天然力の活用により、適確な更新が図られる森林において行うものとする。 

(1) 天然更新の対象樹種 

天然更新の対象樹種については、下表のとおりとする。 

区分 樹種名 

天然更新の対象樹種 

シイ類、カシ類、タブノキ、ヤブツバキ、 

イヌビワ、コナラ、クスノキ、クヌギ、エノキ

等 

 ぼう芽による更新が可能な樹種 同上 

 

  (2) 天然更新の標準的な方法 

森林の確実な更新を図ることを旨として、更新対象樹種が生育し得る最大の立木本

数及び天然更新補助作業について下表のとおり定める。 

なお、ぼう芽更新による場合には、ぼう芽の発生状況等を考慮し、必要に応じて芽

かき又は植込みを行うこと。 

また、天然更新すべき立木の本数は、「熊本県天然更新完了基準」（参考資料１）を

基準として、生育し得る最大の立木の本数として想定される本数に１０分の３を乗じ

た本数以上の本数を更新とする。 

 

ア 天然更新の対象樹種の期待成立本数 

樹種 期待成立本数 

２（１）天然更新の対象樹種 １０，０００本／ｈａ 
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イ 天然更新補助作業の標準的な方法 

区分 標準的な方法 

地拵え 
 種子の定着に適した環境を整備することを目的とし、１（２）イ

に定める方法に準じて地拵えを行う。 

地表かき起こし 

 必要に応じて林床植物を除去するとともに、地表に堆積している

落葉落枝をかく乱して表土を露出させ、種子の確実な定着と発芽を

促し、天然幼稚樹が良好に生育できる環境を整備する。ただし、当

該林分の地形等の条件及び地表かき起こしの必要度合いを考慮の

うえ、林地の表土が流亡しないよう特に留意する。 

刈出し 

 ササ等の被圧により更新が阻害されているものについて、ササ等

の状況、更新樹種の特性や幼稚樹等の発生数を考慮のうえ、必要に

応じて更新ア完了するまでササ等の刈払いを行う。 

芽かき 
 ぼう芽更新を行った場合において、生産目標及びぼう芽の生育状

況等を考慮のうえ、必要に応じて余分なぼう芽を除去する。 

植込み及び播種 
 幼稚樹の発生量が少なく確実な更新が見込まれないものについ

て、必要に応じて苗木の植栽又は播種を行う。 

 

ウ その他天然更新の方法 

 天然更新により更新を行う場合は、伐採の一定期間の後に「熊本県天然更新完了 

基準」（参考資料１）を基準として、気候、地形、土壌等の自然条件及び林業技術

体系等を勘案して定めた基準により更新状況を確認するものとする。 

なお、更新が完了していないと判断されるものについては、更新補助作業又は人

工造林を行い、確実な更新を図るものとする。 

 

(3) 伐採跡地の天然更新をすべき期間 

    森林資源の積極的な造成を図るとともに、林地の荒廃を防止するため、伐採が終

了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年を超えない期間内に更新を完

了するものとする。 

 

 ３ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在 

森林の区域 備考 

該当なし   

 

 ４ 森林法第１０条の９第４項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の

基準 

 森林法第１０条の９第４項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の

基準については、次のとおり定めるものとする。 
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  (1) 造林の対象樹種 

   ア 人工造林の場合 

    １の（１）によるものとする。 

   イ 天然更新の場合 

    ２の（１）によるものとする。 

 

  (2) 生育し得る最大の立木の本数 

    ２の（２）によるものとする。 

  

 ５ その他必要な事項 

  (1) 植栽未済地対策 

    人工林の伐採（皆伐）後に植栽が行われず、当該伐採が終了した日を含む年度の

翌年度の初日から起算して２年を超えて放置されている森林のうち、植栽によらな

ければ適確な更新が困難な森林については、森林資源の積極的な造成及び林地の荒

廃防止等の観点から、早期に植栽による確実な更新を行うものとする。 

    また、そのような森林の発生を未然に防止するため、森林所有者等に対し、森林

制度計画について周知し、伐採後の更新を確実なものとするよう努めるものとする。 

 

  (2) 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林における造

林 

    木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林においては、

持続的かつ安定的な木材等の生産を図るため、自然条件や経営目的を考慮のうえ、

多様な木材需要に応じた造林を行うものとする。 

 

  (3) 造林地においてシカによる食害が発生する可能性のある区域については、防護ネ

ット等の鳥獣被害防止施設の整備を行うものとする。 

 

  (4) 人工造林の際は、補助事業等の活用による造林の実施を推進するものとする。 

 

第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育

の基準 

 １ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

   森林の立木の成育の促進、林分の健全化並びに利用価値向上を図るため、間伐の回

数及びその実施時期、間伐率について、下表のとおり定めるものとする。 
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樹 種 
植栽本数 

（本/ha） 
施業体系 

間 伐 時 期 （ 林 齢 ） 
備考 

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目 

ス ギ 

1,500～

2,000 

一 般 材 △ 28～34      

大 径 材 △ 28～35 39～52 58   

3,000 
一 般 材 14 23 31     

大 径 材 14 23 31 45 57  

ヒノキ 

1,500～

2,000 

一 般 材 △ 34～39      

大 径 材 △ 34～40 42～55 61 72  

3,000 
一 般 材 14 25 31     

大 径 材 14 25 31 40 55 65 

          

標準的な方法 備考 

・ １回目は、除伐（植栽木以外の樹種の伐採）を兼ねた間伐とする。 

（△については、必要に応じ除・間伐を行う。） 

・ ２回目以降は、形成不良木を選定するとともに、林分密度管理図を参考

として定量的に本数管理を行う。 

・ 間伐率は、強度の疎開を避けて決定するものとし、本数率で２０～３０％

程度とする。 

・ 高齢級の森林における間伐については、成長力に留意して実施する。 

・ 間伐実施時期の間隔は、標準伐期齢未満で１０年、標準伐期齢以上で 

１５年を標準とする。 

・ 保安林にあっては、保安林の指定施業要件として定められた間伐率の範

囲内で行う。 

 

 

 ２ 保育の種類別の標準的な方法 

   森林の立木の生育の促進及び林分健全化を図るため、保育の時期、回数、作業方法

について、下表のとおり定めるものとする。 

保育の種類 樹 種 

実 施 時 期 （ 林 齢 ） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

下 刈 り 
 
 

ス ギ 
 

ヒノキ 
 

 

               

つ る 切 り 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

除 伐 
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標準的な方法 備考 

下 刈 り：植栽木が雑草木に被圧されなくなる時期までに年１回（必要

に応じて２回）毎年実施する。 

つる切り：つるの繁茂状況に応じて、下刈り終了後２～３年毎に行う。 

除  伐：つる切りと同時期に目的外樹種及び不良木を除去する。 

 

 

 ３ その他必要な事項 

  (1) 間伐率 

過密な森林の間伐に当たっては、風害等による立木被害の防止及び林地の保全等を

考慮のうえ、急激な疎開を避け、除々に適正な林分密度に誘導するものとする。 

 

  (2) 育成複層林における受光伐 

 育成複層林においては、下層木の健全な生育に必要な林内照度を確保するため、 

当該林分の生産目標、対象木の種類・形状・枝張りの状態等を考慮のうえ、下層木の

生育状況に応じて上層木の抜き伐り又は枝払いを行うものとする。 

 

(3) 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進する森林における間伐

及び保育 

    木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林における間伐

及び保育の実施に当たっては、効率的な森林施業の実施を基本として、対象森林の

集約化を図り、森林施業の集約化及び共同化を推進するものとする。 

    特に、持続的かつ安定的な木材等の生産を図るため、木材需要等に応じて積極的

に利用間伐を推進するほか、地域の技術体系に応じ、路網の整備及び機械化による

列状間伐をはじめとした効率的な間伐を推進するものとする。 

 

(4) その他 

  竹類の侵入により植栽木等の生育が妨げられている育成単層林及び育成複層林に

ついては、継続的な竹類の除去を行うものとする。 

 

第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

 １ 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域における施業の方法 

  (1) 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

   ア 区域の設定 

     水源かん養保安林、ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の

森林、地域の用水源として重要なため池、湧水地、渓流等の周辺に存する森林、

水源涵養機能が高い森林など水源涵養機能の維持増進を図るための森林施業を推

進すべき森林を【別表１】により定める。 

   イ 施業の方法 

     森林施業の方法として、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とし、伐
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期の間隔の拡大（標準伐期齢＋１０年）とともに伐採に伴って発生する裸地の縮

小及び分散を図ることとし、下表の伐期齢の下限に従った森林施業を推進すべき

森林の区域を【別表２】により定める。 

区 域 

樹 種 

スギ ヒノキ マツ 
その他 

針葉樹 
クヌギ 

その他 

広葉樹 

全 域 ５０年 ５５年 ４５年 ４５年 ２０年 ２５年 

 

  (2) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保

健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源涵養機

能維持増進森林以外の森林 

   ア 区域の設定 

     次の①～④の森林など、土地に関する災害の防止、土壌の保全の機能、快適な

環境の形成の機能又は保健文化機能、その他の公益的機能の維持増進を図るため 

の森林施業を推進すべき森林を【別表１】により定める。 

① 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林 
施業を推進すべき森林 

 土砂崩壊防備保安林、土砂流出防備保安林や、砂防指定地周辺、山地災害危険

地区等や山地災害の発生により人命・人家等施設への被害のおそれがある森林、

山地災害防止機能／土壌保全機能が高い森林等。 

② 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 
潮害防備保安林、防風保安林や、町民の日常生活に密接な関わりを持ち塵等の

影響を緩和する森林、風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い森林、快適

環境形成機能が高い森林等。 

③ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 
保健保安林、魚つき保安林、国立公園に係る特別地域、文化財保護法に規定す

る史跡名勝天然記念物に係る森林、キャンプ場・森林公園等の施設を伴う森林な

どの町民の保健・教育的利用等に適した森林、史跡等と一体となり優れた自然景

観等を形成する森林、特に生物多様性の保全が求められる森林、保健レクリエー

ション機能、文化機能、生物多様性保全機能が高い森林等。 

④ その他の公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 
該当なし 

 

   イ 施業の方法 

     アの①に掲げる森林においては、地形・地質等の条件を考慮した上で伐採に伴

って発生する裸地化の縮小並びに回避を図るとともに天然力も活用した施業を推

進するものとする。 

     アの②に掲げる森林においては、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効

な森林の構成の維持を図るための施業を推進するものとする。 

     アの③に掲げる森林においては、憩いと学びの場を提供する観点からの広葉樹
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の導入を図る施業や美的景観の維持・形成に配慮するとともに、特に地域独自の

景観等が求められる森林において、風致の優れた森林の維持又は造成のために特

定の樹種の広葉樹（以下「特定広葉樹」という。）を育成する森林施業を行うこと

が必要な場合には、当該森林施業を推進するものとする。 

     このため、アの①から③までに掲げる森林（具体的には、下記の①～③の森林）

のうち、これらの公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業を推進すべき

森林については、択伐による複層林施業を推進すべき森林とし、それ以外の森林

については、複層林施業を推進すべき森林として定める。 

     ただし、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれらの機

能の確保ができる森林は、長伐期施業を推進すべき森林として定め、主伐を行う

伐期齢の下限を下表のとおりとするとともに、皆伐については、伐採に伴って発

生する裸地の縮小及び分散を図るものとする。 

     また、保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、

特に、地域独自の景観等が求められる森林において、風致の優れた森林の維持又

は造成のために特定の樹種の広葉樹を育成する森林施業を行うことが必要な場合

には、これを推進するものとする。 

     なお、それぞれの森林の区域については【別表２】により定める。 

  長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限 

区 域 

樹 種 

スギ ヒノキ マツ 
その他 

針葉樹 
クヌギ 

その他 

広葉樹 

全 域 ８０年 ９０年 ７０年 ７０年 ２０年 ３０年 

 

① 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施
業を推進すべき森林 

ａ 地形について、傾斜が急な箇所、傾斜の著しい変移点をもっている箇所又は 

山腹の凹曲部等地表流下水、地中水の集中流下する部分を持っている森林 

ｂ 地質について、基岩の風化が異常に進んだ箇所、基岩の節理又は片理が著し 

く進んだ箇所、破砕帯又は断層線上にある箇所、流れ盤となっている箇所の森林 

ｃ 土壌等について、火山灰地帯等で表土が粗しょうで凝集力の極めて弱い土壌 

から成っている箇所、土層内に異常な滞水層がある箇所、石礫地から成ってい

る箇所、表土が薄く乾性な土壌から成っている箇所の森林 

② 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 
ａ 市街地道路等と一体となって優れた景観美を構成する森林 

ｂ 気象緩和、騒音防止等の機能を発揮している森林 

③ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業をすべき森林 
    ａ 紅葉等の優れた森林美を有する森林であって主要な眺望点から望見されるもの 

ｂ ハイキング、キャンプ等の保健・文化・教育的利用の場として特に利用され   

ている森林のうち、保健・レクリエーション機能及び文化機能の発揮が特に求
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められる森林 

 

 ２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該

区域における施業の方法 

  (1) 区域の設定 

林木の生育に適した森林、林道等の開設状況等から効率的な施業が可能な森林、 

森林の機能の評価区分にて木材生産機能の評価区分が高い森林で、自然的条件等から

一体的に森林施業を行うことが適当と認められる森林について、木材の生産機能の維

持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域として【別表１】により定める。 

また、森林経営管理制度の運用に際し、町にとって林業経営に適した森林と扱わ 

れる森林については、積極的にこの区域内の森林に設定するものとする。 

 

(2) 施業の方法 

  木材等林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給するため、生産目標に応じた主 

伐の時期及び方法を定めるとともに、植栽による確実な更新、保育、間伐等を推進

することを基本とし、森林施業の集約化、路網整備や機械化を通じた効率的な森林

整備を推進するものとする。 
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【別表１】 

区分 森林の区域 面積（ｈａ） 

水源の涵養の機能の維持増進を図るため

の森林施業を推進すべき森林 

別紙町森林整備計画

機能区分図のとおり 
3,029.35 

土地に関する災害の防止及び土壌の保全

の機能の維持増進を図るための森林施業

を推進すべき森林 

別紙町森林整備計画

機能区分図のとおり 
373.94 

快適な環境の形成の機能の維持増進を図

るための森林施業を推進すべき森林 

別紙町森林整備計画

機能区分図のとおり 
4.57 

保健文化機能の維持増進を図るための森

林施業を推進すべき森林 

別紙町森林整備計画

機能区分図のとおり 
41.36 

その他の公益的機能の維持増進を図るた

めの森林施業を推進すべき森林 
該当なし － 

木材の生産機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林 

別紙町森林整備計画

機能区分図のとおり 
2,629.15 

 

 

【別表２】 

施業の方法 森林の区域 面積（ｈａ） 

伐期の延長を推進すべき森林 (参考資料2-1)のとおり 2,860.44 

長伐期施業を推進すべき森林 (参考資料2-2)のとおり 207.66 

複層林施業

を推進すべ

き森林 

複層林施業を推進すべき森林 

（択伐によるものを除く） 
(参考資料2-3)のとおり 212.21 

択伐による複層林施業を推進

すべき森林 
該当なし － 

特定広葉樹の育成を行う林新施業を推進す

べき森林 
該当なし － 

 

 ３ その他必要な事項 

   該当なし 
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第５ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

 １ 森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大に関する方針 

苓北町において、多面的機能の発揮を目的とした適正な森林施業を推進していくに

あたっては、持続的かつ安定的な森林経営を確立するための体制整備が早急に求めら

れている。 

このため、特に、町不在森林所有者や森林経営に消極的な森林所有者については、 

意欲ある林業事業体への森林施業・経営等の委託を進め、森林施業の集約化を図るこ

とにより、森林の経営規模の拡大を促進するものとする。 

 

 ２ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策 

 本町の民有林においては、町不在森林所有者等の経営放棄や所有森林を管理・経営

する意欲が減退している森林所有者が増加しており、これらの所有森林については、

適時適切な森林施業の実行確保が困難な状況となっている。 

このため、町不在森林所有者等に対しては、施業集約化に向けた長期の施業の受委

託など森林の経営の受委託に必要な情報の入手方法の周知をはじめとした普及啓発活

動のほか、森林情報の提供及び助言、あっせんなどを推進し、意欲ある森林所有者、

森林組合等への長期の施業等の委託を進めるとともに、林業経営の委託への転換を促

進するものとする。 

 

 ３ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 

   森林経営計画を作成した者のうち、任意計画事項である森林の経営の規模の拡大の

目標を定めた者は、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の

申出に応じて森林の経営の委託を受けるものとする。 

 

 ４ 森林経営管理制度の活用に関す事項 

  (1) 森林経営管理制度の活用に関する基本的な考え方 

    森林所有者が自ら森林組合等に施業の委託を行うなどにより森林の経営管理を実

行することができない場合には、森林経営管理制度の活用を図り、森林所有者から

経営管理権を取得した上で、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林

業経営者に経営管理実施権を設定するとともに、経営管理実施権の設定が困難な森

林及び当該権利を設定するまでの間の森林については、森林環境譲与税を活用しつ

つ、町森林経営管理事業を実施することにより適切な森林の経営管理を推進するも

のとする。 

       なお、経営管理権集積計画又は経営管理実施権配分計画の作成に当たっては、本

計画に定められた公益的機能別施業森林や木材の生産機能維持増進を図るための森

林施業を推進すべき森林等における施業の方法との整合性に留意するものとする。 

       また、経営管理権又は経営管理実施権の設定された森林又は設定が見込まれる森

林については、当該森林の状況等に応じて公益的機能別施業森林又は木材の生産機

能維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域に位置付けるとともに、
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町森林経営管理事業を行った森林については、必要に応じ保安林指定に向けた対応

を行い、当該区域において定める森林施業等の確実な実施を図る。 
 

(2) 森林経営管理制度の活用にあたっての考え方 

    木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林や植栽によら

なければ適確な更新が困難な森林、森林法施行規則第33条第１号ロの規定に基づく

区域の森林として本計画に定められ、木材生産や植栽の実施が特に社会的に要請さ

れる森林については、経営管理意向調査、森林現況調査、経営管理権集積計画の作

成等を優先して行うものとする。 

 

 ５ その他の必要な事項 

   該当なし 

 

第６ 森林施業の共同化の促進に関する事項 

 １ 森林施業の共同化の促進に関する方針 

   本町の森林所有者の多くは、５ｈａ未満の小規模所有者であり、森林施業を計画的、

重点的に行うため、県、町、森林組合等関係機関の連携による森林所有者等への施業

内容の案内や指導・支援体制を強化するものとする。 

  

 ２ 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

 森林施業の共同化による合理的な林業経営を推進するため、施業実施協定の締結を

促進し、森林作業道等の計画的整備、造林、保育、間伐等の森林施業を計画的かつ効

率的に実施できるように推進するものとする。 

 なお、これらの森林施業の共同化等について消極的な森林所有者に対しては、地区

集会等への参加を呼びかけながら、森林整備に対する重要性を啓発するとともに、森

林施業の共同化について理解を深める等の機会を繰り返し設けていくものとする。 

また、町不在森林所有者に対しては、森林を持続的に保全管理することへの啓発と

ともに、森林施業の集約化や共同参画への理解を深めることにより、施業実施協定の

締結を促すものとする。 

 

 ３ 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

 森林施業の共同化を効果的に促進するため、次の事項に留意しながら実施するもの

とする。 

 ア 共同して森林施業を実施しようとする者（以下「共同施業実施者」という。)は、

一体として効率的に施業を実施するのに必要な作業道、土場、作業場等の施設の

設置及び維持管理の方法並びに利用に関し必要な事項をあらかじめ明確にしてお

くこと。 

 イ 共同施業実施者は、共同して実施しようとする施業の種類に応じ、労務の分担 

又は相互提供、林業事業体等への共同による施業委託、種苗その他の共同購入等

共同して行う施業の実施方法をあらかじめ明確にしておくこと。 
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 ウ 共同施業実施者の一人がア又はイにより明確にした事項を遵守しないことによ

り、他の共同施業実施者に不利益を被らせることのないよう、あらかじめ個々の

共同施業実施者が果たすべき責務等を明らかにしておくこと。 

  

 ４ その他必要な事項 

   該当なし 

 

第７ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

 １ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項 

効率的な森林施業を推進するための林地の傾斜区分や搬出方法に応じた路網密度の

水準については下表のとおりとする。 

なお、路網密度の水準については、木材搬出予定箇所に適用することとし、尾根、

渓流、天然林等の除地には適用しないこと。 

区 分 作業システム 
路網密度（m/ha） 

基幹路網 細部路網 合計 

緩傾斜地 
（ 0°～15°） 

車両系 
作業システム 

35～50 65～200 100～250 

中傾斜地 
（15°～30°） 

車両系 
作業システム 

25～40 50～160 75～200 

架線系 
作業システム 

25～40 0～35 25～75 

急傾斜地 
（30°～35°） 

車両系 
作業システム 

15～25 45～125 60～150 

架線系 
作業システム 

15～25 0～25 15～50 

急峻地 
（35°～    ） 

架線系 
作業システム 

5～15 0 5～15 

 

また、地形傾斜に応じた搬出方法や路網と高性能林業機械を組み合わせた低コスト

で効率的な作業システムの考え方は、下表とおりとする。 

区分 作業システム 

最大到達距離(m) 作業システムの例 

基幹路網から 細部路網から 伐採 木寄せ・集材 枝払い・玉切り 運搬 

緩傾斜地 

(0～15°) 
車両系 150～200 30～75 ハーベスタ グラップル プロセッサ 

フォワーダ 

トラック 

中傾斜地 

(15～30°) 

車両系 

200～300 

40～100 
ハーベスタ 

チェーンソー 

グラップル 

ウインチ 
プロセッサ 

フォワーダ 

トラック 

架線系 100～300 チェーンソー スイングヤーダ プロセッサ 
フォワーダ 

トラック 

急傾斜地 

(30～35°) 

車両系 

300～500 

50～125 チェーンソー 
グラップル 

ウインチ 
プロセッサ 

フォワーダ 

トラック 

架線系 150～500 チェーンソー 
スイングヤーダ 

タワーヤーダ 
プロセッサ 

フォワーダ 

トラック 

急峻地 

(35°～) 
架線系 

500 

～1500 

500 

～1500 
チェーンソー タワーヤーダ プロセッサ トラック 

注１） この表は、現在採用されている代表的な作業システムを、使用されている林業機械により、傾斜及び路網密度と関連づ

けたものであり、林業機械の進歩・発展や社会経済的条件に応じて調整されるものである。 
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注２） 基幹路網：林道（林業専用道含む） 

２ 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

  計画的な基幹路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進

区域）を必要に応じて設定するものとする。 

 

３ 作業路網の整備に関する事項 

 (1) 基幹路網に関する事項 

  ア 基幹路網の作設に係る留意点 

    安全の確保、土壌の保全等を図るため、適切な規格・構造の路網の整備を図る 

観点等から「林道規程（昭和４８年４月１日４８林野道第１０７号林野庁長官通

知）」、「林業専用道作設指針（平成２２年９月４日２２林整整第６０号林野庁長官

通知）」を基本とし、「熊本県林業専用道作設指針（平成２３年９月２６日付け林

振第６２１号熊本県農林水産部長通知）」に則って行うものとする。 

  イ 基幹路網の整備計画 

   基幹路網の整備計画について、下表のとおりとする。 

開設/ 

拡 張 
種類 区分 位置 路線名 

延長

(ｍ) 

利用区域 

面積(ｈａ) 

前年５カ年

の計画箇所 

対図 

番号 
備考 

拡張 (改良)  都呂々字赤仁田 中村仁田尻 238 11.03  １ 

基
幹
路
網
位
置
図 

拡張 (改良)  坂瀬川字荒平 鶴の尾 2,196 39.72  ２ 

拡張 (改良)  都呂々字樫木ヶ渡 金井の森 2,693 48.15  ３ 

拡張 (改良)  都呂々字千保 千保 3,453 98.20  ４ 

拡張 (改良)  志岐字水ノ元 苓北天草 18,773 971.27  ５ 

拡張 (改良)  志岐字宇土神樂 年平 2,203 39.00  ６ 

拡張 (改良)  都呂々字下萱ノ木 萱の木 4,746 151.15  ７ 

拡張計     34,302     

 

  ウ 基幹路網の維持管理に関する事項 

    「森林環境保全整備事業実施要領」（平成１４年３月２９日付け１３林整整第８８

５号林野庁長官通知）、「民有林林道台帳について」（平成８年５月１６日付け８林野

基第１５８号林野庁長官通知）等に基づき、管理者を定めるとともに、台帳を作成

し、適切な管理を行うものとする。 

 

(2) 細部路網に関する事項 

ア 細部路網の作設に係る留意点 

継続的な使用に供する森林作業道の開設について、基幹路網との関連の考え方 

や丈夫で簡易な規格・構造の路網を推進する観点等から、「森林作業道作設指針（平

成２２年１１月１７日林整整第６５６号林野庁長官通知）」を基本とし、「熊本県森
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林作業道作設指針（平成２３年７月２７日付け森整第３４８号熊本県農林水産部長

通知）」に則って行うものとする。 

   イ 細部路網の維持管理に関する事項 

     「森林作業道作設指針（平成２２年１１月１７日林整整第６５６号林野庁長官

通知）」等に基づき、森林作業道が継続的に利用できるよう適切に管理を行うもの

とする。 

 

 ４ その他必要な事項 

   上記の他、山土場、機械の保管庫、土捨場等木材の合理的な搬出を行うために必要

な施設の整備等その他森林の整備のために必要な施設を下表のとおりとする。 

施設の種類 位置 規模 対図番号 備考 

土捨場 都呂々字ハゲ河内 0.24ha １ 土捨場位置図 

 

第８ その他必要な事項 

 １ 林業に従事するものの養成及び確保に関する事項 

  (1) 林業に従事するものの養成及び確保の方針 

本町の森林所有者（林業従事者）は、先に述べたとおり零細であり、林業のみ

で生計を維持することは困難な状況である。従って、森林施業の共同化及び合理

化を支援・推進するとともに、農業等との複合経営や、森林組合などの林業経営

体と建設業や造園業などが連携しながら森林施業や作業道開設等の取組を進める

ことで、事業量の確保や雇用創出につながることから、地域における林業と異業

種が連携した取組を支援するものとする。 

 

  (2) 林業就業者及び林業後継者の育成方針 

   ア 林業就業者の育成 

林業就業者の育成の課題は、林業経営の安定と経済性の向上を図り、山づくりへ

の意欲を起こさせることと、働く者にとって他産業と同等以上の雇用条件を整える

ことである。 

本町の林業経営は、小規模かつ農業との兼業がほとんどであることから、農業の

振興策とあわせて林業就業者の育成対策を進めることが重要である。 

 また、林業従事者に対する技術研修の受講や林業従事者の技術向上、さらには労

働条件の改善と雇用の安定化等に向けた支援を行うものとする。 

 

   イ 林業後継者等の育成 

県内外の木材市況の動向把握に努め、情報発信を行うとともに、林業経営の魅力

を高めることができるよう努めるものとする。 

また、各種林業補助施策の導入について検討することにより、林業の活性化と林

業従事者の生活環境の整備を図るとともに、林業技術等の啓発・普及及び後継者の

育成に努めるものとする。 

さらに経営意欲の減退している森林所有者に対し、施業実施の働きかけや、
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森林組合等への経営委託の働きかけ等の活動を併せて支援するものとする。 

  (3) 林業事業体の体質強化方策 

引き続き本町の林業の主な担い手である森林組合に対する指導・支援を強化

し、経営基盤の強化及び生産基盤の拡充を図るものとする。 

 

 ２ 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

(1) 林業機械の導入方針 

   本町の森林の人工林は８齢級以上が大半であり、間伐等の森林施業が最も必要な時

期となっている。また、今後は主伐期を迎える人工林が増加する傾向にある。しかし、

森林作業道等の基盤整備が十分でないことや林家の経営が零細であることなどから、

林業機械の導入の遅れが目立ち、必要とされる森林施業が十分に行えない状況となっ

ている。 

このような中、木材生産性の向上及び労働負荷の軽減を図るため、高性能林業機械

を主体とする林業機械の導入により、非皆伐施業にも対応した機械作業システムの導

入を推進し、高性能林業機械作業の普及・定着、現地の作業条件に応じた作業システ

ムを効率的に展開できる林業機械オペレーターの養成、機械の共同利用等機械の作業

システム化を推進する体制を整備するとともに、機械作業に必要な路網の整備を促進

するものとする。 

なお、急傾斜地で路網整備による林地荒廃が予想される森林にあっては、土地の形

質の影響が少ない架線集材等を利用し、災害の未然防止に努めるものとする。 

 

  (2) 高性能機械を主体とする林業機械の導入目標 

   高性能機械を主体とする林業機械の導入目標を下表のとおり設定する。 

作業種類 現状（参考） 将来 

伐倒 

造材 

集材 

全流域 

チェーンソー、ハーベスタ、 

スイングヤーダ、 

グラップル付バックホー 

フォワーダ 

チェーンソー、バーベスタ、 

プロセッサ、フォワーダ 

スイングヤーダ、 

造林 

保育等 

地拵、下刈り チェーンソー、刈払い機 チェーンソー、刈り払い機 

枝打ち 人力 リモコン自動枝打ち機 

  

３ 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

   本町における素材の生産加工・流通については、森林資源の成熟度が低いことから、

低迷している。製材工場は、いずれも小規模の個人経営であり、規模拡大も望めない

現状である。 

 木材の流通に対する施策としては、間伐材を中心にその計画的搬出を図るとともに、

間伐材の商品化及び販路開拓を行い有効利用を目指すものとする。 

特用林産物については、木炭・シイタケ等が生産されているが、自家消費がほとん



Ⅱ 森林の整備に関する事項 

- 22 - 
 

どであり、市場に出荷される量はわずかである。 

林産物の生産（特用林産物）・流通・加工・販売施設の整備計画 

施設の種類 
現状（参考） 計画 

備考 
位置 規模 対図番号 位置 規模 対図番号 

製材所 坂瀬川 １棟 １ 現状維持 町森林整

備計画機

能区分図 製材所 都呂々 １棟 ２ 現状維持 

 

 ４ その他必要な事項 

   成熟した森林資源の活用を推進する一方、人口減少や少子高齢化、高い労働災害率

といった課題に対処するため、造林から伐採の各段階において、森林資源のデジタル

管理や、ＩＣＴ等の先端技術を駆使し、生産性や安全性の向上を図る「スマート林業」

を推進するものとする。 
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Ⅲ 森林の保護に関する事項 

第１ 鳥獣害の防止に関する事項 

 １ 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

  (1) 区域の設定 

    設定なし 

   

  (2) 鳥獣害の防止の方法 

    該当なし 

別表 

対象鳥獣の種類 森林の区域（林班） 面積(ｈａ) 

該当なし   

 

 ２ その他必要な事項 

   該当なし 

 

第２ 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 

 １ 森林病害虫等の駆除及び予防の方法 

  (1) 森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法 

地域の関係者と連携して森林の巡視を適時適切に行い、病害虫等による被害の 

早期発見及び早期防除等に努めるものとする。特に、松くい虫の被害については、

的確な防除の推進を図るとともに、被害の状況等に応じ、被害跡地の復旧、抵抗性

を有するマツ又は他の樹種への計画的な転換を推進するものとする。 

 

  (2) その他 

松くい虫の被害対策については、森林病害虫等防除法に基づき定められた、高 

度公益機能森林の区域を中心に行うものとする。 

また、先述の区域以外の森林及び松くい虫の発生源となる恐れのある点在する松

林についても、町で区域を定め、森林を保護する観点から必要に応じて、駆除及び

予防に努めるものとする。 

これらの森林等の位置は下表及び(参考資料３)のとおりとする。 

番号 区分 森林等の区域 備考 

１ 高度公益機能森林 
平成１９年２月１４日付け熊本県

告示第１１２号で示された区域 
 

２ 
駆除及び予防に努

める点在する森林 

志岐漁港海岸松林 

（志岐字上津渕、志岐字塩谷ノ上、

志岐字八ツ尾、志岐字町辻） 

駆除及び予防

の対象は区域

内のマツ 苓北中学校松林 

（志岐字小屋ノ元） 
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    以上のほか、森林病害虫等による被害の未然防止、早期発見、早期駆除などに向

け、国、県、森林組合、森林所有者等合意形成を図り防除対策等の体制づくりを推

進するものとする。 

 

 ２ 鳥獣害対策の方法 

鳥獣による顕著な森林被害は現時点では見られないが、近年、天草地域においてニ

ホンジカが目撃されていることから、関係者で協議会等を設け、ニホンジカの行動把

握や情報交換等を行うなど、当面の対応を行うものとする。 

 

 ３ 林野火災の予防の方法 

   林野火災等の森林被害を未然に防止するため、林内歩道等の整備を図りつつ、森林

巡視、山火事防止に係る標識の設置を適時適切に実施するとともに、防火線、防火樹

帯等の整備を推進するものとする。 

 

 ４ 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項 

   火入れの目的が、森林法第２１条第２項各号に掲げる目的に該当するときは、火入

地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等から

みて、周囲に延焼のおそれがないと認められる場合行うものとする。 

   なお、詳細については、「苓北町火入れに関する条例（昭和５９年１２月２７日条例

第４２号）」によるものとする。 

 

 ５ その他必要な事項 

  (1) 病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林 

病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を推進すべき森林について、下表の

とおりとする。 

森林の区域 
備考 

林班 小班 

３２ １  

３２ ３３４  

 

  (2) その他 

森林所有者等による、日常の森林の巡視等通じて、森林の保護、管理等の体制の 確

立に努めるものとする。 
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Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 

 

該当なし 
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Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

１ 森林経営計画の作成に関する事項 

  (1) 森林経営計画の作成に関する事項 

    森林経営計画の作成に当たっては、次に掲げる事項について、適切に計画するも

のとする。 

なお、森林経営管理法第３５条第１項の経営管理実施権配分計画により経営管理実

施権が設定された森林については、森林経営計画による適切な施業を確保することが

望ましいことから、林業経営者は、経営管理実施権配分計画が公告された後、当該森

林について森林経営計画の作成に努めるものとする。 

ア Ⅱの第２の３の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の

植栽 

イ Ⅱの第４の公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

ウ Ⅱの第５の３の森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項及びⅡの

第６の３の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

エ Ⅲの森林の保護に関する事項 

 

  (2)  森林法施行規則第３３条第１号ロの規定に基づく区域 
区域名 林班 区域面積（ｈａ） 

都呂々区域 
１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、

１１、１２、１３ 
１４０７．４０ 

年柄区域 １７、１８、１９ ２１０．２３ 

白木尾富岡区域 ２３、３１、３２ １９６．８８ 

志岐区域 １４、１５、１６、２０、２１、２２ ６０８．３６ 

上津深江区域 ２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０ ７９６．２４ 

坂瀬川区域 
３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、

４０、４１、４２、４３ 
９２２．４２ 

 

 ２ 生活環境整備に関する事項 

地元住民や都市からのＵＪＩターン者のそれぞれのニーズに対応した生活環境の整

備や拠点集落への重点化など、位置や機能に応じた集落の整備等を通じて、山間地域

の定住を推進するものとする。 

 

 

３ 森林整備を通じた地域振興に関する事項 

「天草木場の杜自然学校」を森林体験活動のためのフィールドとして活用し、都市

住民の受け入れ体制を整備し、山村の活性化を推進するものとする。 

 



Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 
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４ 森林の総合利用の推進に関する事項 

  該当なし 

 

５ 住民参加による森林の整備に関する事項 

(1) 地域住民参加による取り組みに関する事項 

地域住民や都呂々みどりの少年団に対して、自然の大切さとふるさとへの愛着 

をはぐくむため、木工教室をはじめとした森林・林業体験プログラム等の取り組み

を行い、森林づくりへの積極的参加を推進するものとする。 

 

  (2) 上下流連携による取組に関する事項 

        漁業者の植林活動をはじめ、漁協、農協等が協力して植林を行うなどの上流下流

の連携活動により、地域が一体となった森づくりを積極的に推進するものとする。 

 

  (3) その他 

法第１０条の１１第２項に規定する施業実施協定の参加促進対策として、森林管

理に対して消極的な森林所有者には、地区集会等への参加を呼びかけるとともに、

町不在森林所有者に対しては、本町及び森林組合などの林業事業体がダイレクトメ

ール等を利用して森林の状態及び機能・管理の重要性を認識させ林業経営への参画

意欲の拡大を図り、施業実施協定への参加を促すものとする。 

 

 ６ 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

   該当なし 

 

 ７ その他必要な事項 

  (1)  森林施業の技術及び知識の普及・指導に関する事項 
本町においては、熊本県・天草管内の２市・天草森林組合・林業団体等で構成す 

る広域的な林業関係の協議会を中心に林業技術等の啓蒙普及を図っている。 

今後も、間伐・保育等の円滑な実施を図るため、県・林業普及指導員・指導林  

家・森林組合との連携を一層密にし、技術及び知識の普及指導に努めるものとする。 

 

  (2) 町有林の整備 

本町は現在人工林を中心に約８９ｈａの森林を所有し、人工林については森林組

合に委託し、保育、間伐等を実施しており、今後も効果的な森林施業を行っていく

ものとする。 

 

(3) その他 

保安林その他法令により、施業について制限を受けている森林においては、当該 

制限に従った森林施業を実施するものとする。 
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熊本県天然更新完了基準 
平成19年12月 

一部改正：平成26年3月 

１ 目 的 

天然更新の完了を客観的に判断するための基準を定めることにより、天然力を活

用した確実な森林造成を図ることを目的とする。 

 

２ 天然更新対象地 

  本基準の対象は、伐採跡地、又は、人工造林（植栽）を行ったにもかかわらず野

生鳥獣害、病虫害、気象害などにより樹木の健全な生育が期待できなくなった箇所

で、天然更新を行う森林とする。 

  なお、対象となる森林のうち、更新困難地（崩壊地、荒地、湿地、風衝地、岩石

地など）で木本類が生育し得ない箇所は除外する。 

 

３ 更新対象樹種 

更新対象樹種は、将来高木となりうるものを対象とする。 

ただし、貧栄養地で遷移の安定する樹種や海岸地帯特有の樹種については、低木

であっても更新対象樹種とする。 

（別紙「熊本県更新対象樹種一覧」参照。） 

 

４ 更新種及び更新補助作業 

（１）本基準における更新種は、天然下種更新及びぼう芽更新とする。 

（２）本基準における更新補助作業は、地拵え、地表掻き起こし、芽かき、刈り出

し、植え込み、播種とする。 

 

５ 天然更新完了の判断基準 

天然更新対象地において、天然更新が完了したと判断する基準（以下、「更新判

断基準」という。）は、更新対象樹種の稚幼樹のうち樹高０．３ｍ以上のものが、

１ｈａ当たり３，０００本以上成立しているものとする。 

 

６ 天然更新完了の調査方法 

 （１）天然更新の完了については、更新調査をもって確認する。 

 （２）更新調査は、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年

以内に実施する。 

    また、２に規定する樹木の健全な生育が期待できなくなった箇所で、天然更

新を行う森林においては、概ね５年以内に実施する。 

（３）調査の方法は、原則として標準地調査とし、以下によるものとする。 

 ① 標準地の数 

 

 

 

   

 

対象地面積 標準地数 対象地面積 標準地数
 1ha未満 1 15ha以上～20ha未満 5
 1ha以上～ 5ha未満 2 20ha以上～25ha未満 6
 5ha以上～10ha未満 3 25ha以上～30ha未満 7
10ha以上～15ha未満 4 ※以下5ha増すごとに１箇所追加
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  ② 標準地は、天然更新対象地の地形、植生等を考慮のうえ、平均的な箇所

を選定する。 

    ③ 標準地の大きさは、５ｍ×５ｍの方形プロット又は半径2.83ｍの円形プ

ロットとする。 

④ プロット内における更新対象樹種の樹高が０．３ｍ以上のものの発生本

数を樹種毎に調査する。 

なお、稚幼樹のうち、ぼう芽により発生して一株当たり３本以上あるも

のは３本として計上する。 

⑤ 更新調査野帳の様式については、別紙のとおりとする。 

   ⑥ 目視により更新判断基準を明らかに満たしていると判断される場合は、

更新調査野帳の標準地調査欄を省略できるものとする。 

⑦ 更新調査野帳には、森林計画図（作業路等の状況、判定内容を必要に応

じて図示する）及び天然更新の状況が明確に判る遠景写真と近景写真を一

伐採区当たり各１部以上記録する。 

⑧ 天然更新対象地において、稚幼樹の発生に偏りがあり、発生本数が極端

に少なく、更新判断基準を満たさない場合は、当該対象地を分割し、別の

対象地として取り扱うものとする。 

  

７ 調査結果に基づく対応 

（１）更新判断基準を満たした場合は、天然更新が完了したものとする。 

（２）伐採及び伐採後の造林の届出書により天然更新が予定されていた箇所におい

て、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年以内に更新

判断基準を満たさない場合は、届出書に基づき２年以内に人工造林を行うよう

指導するものとする。 

（３）２に規定する樹木の健全な生育が期待できなくなった箇所で、天然更新を行

う森林において更新判断基準を満たさない場合は、更新補助作業または人工造

林を行い、確実な更新を図るよう指導するものとする。 

（４）更新判断基準を満たす場合であっても、シカ等の野生鳥獣害により健全な生

育が期待できないおそれがある場合や、土砂流出や林地の荒廃が見られる場合

は、速やかに防除対策または土砂流出防止対策等、適切な対策を講じるよう指

導するものとする。 

（５）更新判断基準を満たさず、更新補助作業を実施した場合は、一定の経過観察

期間（３年程度）をおいて、再度、更新調査を実施するものとする。 

 

８ 用語の定義 

（１）「天然更新」とは、天然で飛散した種子の発芽、ぼう芽その他天然力により

更新対象樹種を成立させることをいう。  

なお、本基準では、地拵え、地表掻き起こし、芽かき、刈り出し、植込み、

播種など人為による補助作業によるものを含むものとする。 

（２）「野生鳥獣害」とは、ノネズミ類による地下部、地上部の樹皮等の食害や野

ウサギ類及びニホンジカ等による樹幹及び枝葉部の食害などにより生じる森

林被害のことをいう。 

（３）「病虫害」とは、病原菌や害虫により生じる森林被害のことをいう。 
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（４）「気象害」とは、寒害、乾燥害といった気象の季節変化に対して樹木の生理

的変化が追いつかない場合や、風害、水害といった台風や大雨等の突発的な発

生によって生じる森林被害のことをいう。 

（５）「林冠」とは、森林上部の葉群層のことをいう。 

（６）「天然下種更新」とは、母樹等から飛散した種子を林地に着床させ、発芽・

成長させることにより更新を図ることをいう。 

（７）「ぼう芽更新」とは、立木を伐採した後に切株から発生するぼう芽を成長さ

せることにより更新を図ることをいう。 

（８）天然更新補助作業における「地拵え」とは、林地に種子が定着しやすい環境

を整備するために行う、雑草等の刈り払い及び整理集積作業のことをいう。 

（９）「地表掻き起こし」とは、林地を天然下種更新により更新させる場合に行う

ものであり、林床植物を除去するとともに、地表に堆積している落葉落枝をか

く乱して表土を露出させ、種子の確実な定着と発芽を促し、稚幼樹が良好に生

育できる環境を整備することをいう。 

（10）「芽かき」とは、ぼう芽更新を行った場合において、ぼう芽の生育状況等を

考慮のうえ、必要に応じて余分なぼう芽を除去することをいう。 

（11）「刈り出し」とは、林地において、ササ等の被圧により天然更新が阻害され

るものについて、ササ等の状況、更新対象樹種の特性や発生数を考慮のうえ、

必要に応じて天然更新が完了するまでササ等の刈り払いを行うことをいう。 

（12）「植え込み」とは、天然更新対象地において、更新対象樹種の発生量が少な

く、確実な天然更新が見込まれない場合に必要に応じて行う植栽のことをいう。 

（13）「播種」とは、林地に直接種をまくことをいう。 

 

９ その他 

保安林等、法令により制限がある森林にあっては、法令等の定めるところによる

ものとする。 
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別紙

樹種名 科名 常緑/落葉 樹高別 先駆種 備　考

ア アオダモ モクセイ 落葉 高木

アオハダ モチノキ 落葉 高木

アオモジ クスノキ 落葉 中高木 ○

アカガシ ブナ 常緑 高木

アカシデ カバノキ 落葉 高木

アカマツ マツ 常緑 高木 ○ 針葉樹

アカメガシワ トウダイグサ 落葉 高木 ○

アカメヤナギ ヤナギ 落葉 高木

アキニレ ニレ 落葉 高木

アサガラ エゴノキ 落葉 中高木

アセビ ツツジ 常緑 低木

アベマキ ブナ 落葉 高木

アラカシ ブナ 常緑 高木

イ イイギリ イイギリ 落葉 高木 ○

イスノキ マンサク 常緑 高木

イタヤカエデ カエデ 落葉 高木

イチイガシ ブナ 常緑 高木

イヌガシ クスノキ 常緑 高木

イヌガヤ イヌガヤ 常緑 中高木 針葉樹

イヌシデ カバノキ 落葉 高木

イヌブナ ブナ 落葉 高木

イヌマキ マキ 常緑 高木 針葉樹

イロハモミジ カエデ 落葉 高木

ウ ウバメガシ ブナ 常緑 中高木

ウラジロガシ ブナ 常緑 高木

ウリハダカエデ カエデ 落葉 高木

ウワミズザクラ バラ 落葉 高木

エ エゴノキ エゴノキ 落葉 中高木

エゾエノキ ニレ 落葉 高木 ○

エドヒガン バラ 落葉 高木

エノキ ニレ 落葉 高木

エンコウカエデ カエデ 落葉 高木

オ オオタチヤナギ ヤナギ 落葉 高木 ○

オオバアサガラ エゴノキ 落葉 中高木

オオモミジ カエデ 落葉 高木

オガタマノキ モクレン 常緑 高木

オニグルミ クルミ 落葉 高木

熊本県更新対象樹種一覧
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別紙

樹種名 科名 常緑/落葉 樹高別 先駆種 備　考

熊本県更新対象樹種一覧

カ カキノキ カキノキ 落葉 高木

カクレミノ ウコギ 常緑 中高木

カゴノキ クスノキ 常緑 高木

カツラ カツラ 落葉 高木

カナクギノキ クスノキ 落葉 高木 ○

カナメモチ バラ 常緑 中高木

カヤ イチイ 常緑 高木 針葉樹

カラスザンショウ ミカン 落葉 高木 ○

キ キハダ ミカン 落葉 高木

キブシ キブシ 落葉 低木 ○

キリ ノウゼンカズラ 落葉 高木

ク クサギ クマツヅラ 落葉 中高木 ○

クスノキ クスノキ 常緑 高木

クヌギ ブナ 落葉 高木

クマシデ カバノキ 落葉 高木

クマノミズキ ミズキ 落葉 高木

クリ ブナ 落葉 高木

クロガネモチ モチノキ 常緑 高木

クロキ ハイノキ 常緑 高木

クロバイ ハイノキ 常緑 高木

クロマツ マツ 常緑 高木 針葉樹

ケ ケヤキ ニレ 落葉 高木

コ コシアブラ ウコギ 落葉 高木

コジイ（ツブラジイ） ブナ 常緑 高木

コナラ ブナ 落葉 高木

コハウチワカエデ カエデ 落葉 高木

コバンモチ ホルトノキ 常緑 高木

コブシ モクレン 落葉 高木

ゴンズイ ミツバウツギ 落葉 中高木

サ サワグルミ クルミ 落葉 高木

シ シオジ モクセイ 落葉 高木

シキミ シキミ 常緑 低木

シマモクセイ（ナタオレノキ） モクセイ 常緑 高木

シャシャンポ ツツジ 常緑 低木

シャリンバイ バラ 常緑 低木

シラカシ ブナ 常緑 高木

シリブカガシ ブナ 常緑 高木

シロダモ クスノキ 常緑 高木
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別紙

樹種名 科名 常緑/落葉 樹高別 先駆種 備　考

熊本県更新対象樹種一覧

ス スギ スギ 常緑 高木 針葉樹

スダジイ ブナ 常緑 高木

セ センダン センダン 落葉 高木

タ タブノキ クスノキ 常緑 高木

タラノキ ウコギ 落葉 中高木 ○

タラヨウ モチノキ 常緑 高木

チ チシャノキ ムラサキ 落葉 高木

ツ ツガ マツ 常緑 高木 針葉樹

ツクシトネリコ（ウラゲオオトネリコ） モクセイ 落葉 高木

ツクバネガシ ブナ 常緑 高木

ト トキワガキ カキノキ 常緑 中高木

トチノキ トチノキ 落葉 高木

トベラ トベラ 常緑 低木

ナ ナギ マキ 常緑 高木 針葉樹

ナツツバキ ツバキ 落葉 高木

ナナミノキ（ナナメノキ） モチノキ 常緑 高木

ナラガシワ ブナ 落葉 中高木

ニ ニガキ キハダ 落葉 高木

ニワウルシ（シンジュ） ニガキ 落葉 高木

ニワトコ スイカカヅラ 落葉 低木

ヌ ヌルデ ウルシ 落葉 中高木

ネ ネジキ ツツジ 落葉 中高木

ネズミモチ モクセイ 常緑 中高木

ネムノキ マメ 落葉 高木 ○

ノ ノグルミ クルミ 落葉 高木 ○

ハ バクチノキ バラ 常緑 高木

ハゼノキ ウルシ 落葉 高木 ○

ハマビワ クスノキ 常緑 低木

ハリエンジュ マメ 落葉 高木 ○

ハリギリ ウコギ 落葉 高木

バリバリノキ クスノキ 常緑 高木

ハルニレ ニレ 落葉 高木

ヒ ヒノキ ヒノキ 常緑 高木 針葉樹

ヒメユズリハ ユズリハ 常緑 高木

フ ブナ ブナ 落葉 高木

ホ ホオノキ モクレン 落葉 高木

ホソバタブ クスノキ 常緑 高木

ホルトノキ ホルトノキ 常緑 高木
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別紙

樹種名 科名 常緑/落葉 樹高別 先駆種 備　考

熊本県更新対象樹種一覧

マ マサキ ニシキギ 常緑 低木

マテバシイ ブナ 常緑 高木

マルバアオダモ モクセイ 落葉 高木

ミ ミズキ ミズキ 落葉 高木

ミズナラ ブナ 落葉 高木

ミズメ（ヨグソミネバリ・アズサ） カバノキ 落葉 高木

ミツデカエデ カエデ 落葉 高木

ム ムクノキ ニレ 落葉 高木

メ メグスリノキ カエデ 落葉 中高木

モ モチノキ モチノキ 常緑 高木

モッコク ツバキ 常緑 高木

モミ マツ 常緑 高木 針葉樹

モリシマアカシア マメ 常緑 高木

ヤ ヤシャブシ カバノキ 落葉 高木

ヤブツバキ ツバキ 常緑 高木

ヤブニッケイ クスノキ 常緑 高木

ヤマグルマ ヤマグルマ 常緑 高木

ヤマグワ クワ 落葉 中高木

ヤマザクラ バラ 落葉 高木

ヤマナシ バラ 落葉 高木

ヤマハンノキ カバノキ 落葉 高木 ○

ヤマボウシ ミズキ 落葉 高木

ヤマモガシ ヤマモガシ 常緑 高木

ヤマモモ ヤマモモ 常緑 高木

ユ ユズリハ ユズリハ 常緑 高木

※成木した樹高によって分類し、ごく稀な樹種は除いている

低 木：樹高がおおむね５ｍ以下

中高木：樹高がおおむね５ｍ以上１０ｍ未満
高 木：樹高がおおむね１０ｍ以上

※先駆種は伐採跡地の初期発生樹種として見られやすい
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（参考資料1）

NO

市町村名

①調査年月日 平成 年　　　　 月 日

②調査者 所属名

氏　 名

③伐造届出者 住所

氏名

④調査地 更新対象 伐 採 後 プロット

面積(ha) 経過年数 番　号

⑤標準地調査

樹種名 本数 樹高（㎝） 樹種名 本数 樹高（㎝） 樹種名 本数 樹高（㎝）

計 0 計 0 計 0

0本＊４００ 0本＊４００ 0本＊４００

0 0 0

本 本 本

⑥作業路等 A　天然更新が完了している

　 状況 B　土砂の流出及び崩壊無し

C　土砂の流出が一部ある

D　土砂の流出が著しい

E　崩壊が一部ある

F　崩壊が著しい

⑥判定 A　天然更新が完了している。

B　天然更新が一部完了（面積　　　　ha）している。

C　天然更新未完了

⑦備考

注２）樹種名欄には、更新対象樹種のうち、０．３ｍ以上のものについて記入する。

注１）適合通知年月日欄には、適合通知を発出した場合にその日付を、また、当該調査地が森林経営計
　　画対象地である場合、その旨を記載する。

プロット3

小班

天然更新完了確認調査票（野帳）※一伐区ごとに作成

伐採年林班

プロット1 プロット2

面積(ha)

伐造届出年月日

注３）本調査野帳には、森林計画図（作業路等状況、判定内容を必要に応じて図示する）及び遠景写真
　　並びに近景写真（樹高が推定できるもの）を添付する。

ｈａ当たり
換算本数

＝ ｈａ当たり
換算本数

＝ ｈａ当たり
換算本数

＝

適合通知年月日
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林班 小班 面積

1全小班 109.05
2全小班 102.68
3全小班 67.85

4
参考資料2-3に
含む小班を除く

89.48

5
参考資料2-2に
含む小班を除く

131.81

6全小班 124.80

7 201 0.06
7 203 1.12
7 204 0.37
7 209 0.18
7 210 0.11
7 232 0.19
7 235 0.75
7 237 0.06
7 239 0.85
7 241 0.57
7 242 0.40
7 243 0.20
7 244 0.20
7 245 1.05
7 367 0.41
7 381 7.17
7 382 2.76※7林班計
7 383 0.57
10全小班 113.13
11全小班 95.53

12
参考資料2-3に
含む小班を除く

103.00

14
参考資料2-3に
含む小班を除く

98.21

15
参考資料2-3に
含む小班を除く

84.12

16全小班 136.99

17
参考資料2-3に
含む小班を除く

63.04

20
参考資料2-2、2-3
に含む小班を除く

61.86

21
参考資料2-2、2-3
に含む小班を除く

90.30

22
参考資料2-2に
含む小班を除く

52.86

24全小班 176.35

25
参考資料2-2に
含む小班を除く

111.94

26
参考資料2-2に
含む小班を除く

101.43

27
参考資料2-2に
含む小班を除く

105.68

30全小班 52.34

34
参考資料2-3に
含む小班を除く

123.67

35
参考資料2-3に
含む小班を除く

104.13

36全小班 68.08

37
参考資料2-2、2-3
に含む小班を除く

74.14

38
参考資料2-2、2-3
に含む小班を除く

103.06

39
参考資料2-3に
含む小班を除く

14.51

伐期の延長を推進すべき森林

区　分 施業の方法
森林の区域

面積総計(ha)

2,860.44
水源の涵養の機能の維持
増進を図るための森林施
業を推進すべき森林

17.02
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林班 小班 面積
区　分 施業の方法

森林の区域
面積総計(ha)

40
参考資料2-3に
含む小班を除く

72.90

41
参考資料2-2、2-3
に含む小班を除く

54.04

42
参考資料2-2、2-3
に含む小班を除く

64.40

43
参考資料2-3に
含む小班を除く

92.04

2,860.44計
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林班 小班 面積
小班毎
面積計

5 160 5.00
5 164 5.47
5 189 3.31 13.78
7 215 2.37
7 220 1.08
7 233 0.12
7 234 6.27
7 236 8.67
7 238 0.60
7 240 1.47
7 246 1.10
7 311 3.79
7 312 1.45
7 360 3.81
7 362 0.37
7 365 0.68
7 369 3.82
7 408 2.84 38.44
20 79 0.10
20 80 0.97
20 82 1.80
20 83 2.21
20 91 1.03 6.11
21 12 0.40
21 37 2.63
21 39 0.96
21 40 0.04
21 41 0.64
21 110 0.36
21 115 0.95
21 118 0.96
21 138 0.20
21 145 0.40
21 146 1.40
21 148 0.66
21 172 0.08
21 173 1.95
21 174 0.17
21 175 6.10
21 178 0.22
21 180 0.60
21 181 0.12
21 183 0.56
21 213 0.52
21 216 0.01
21 220 0.24
21 222 4.50
21 223 0.97
21 225 8.96
21 226 1.16
21 237 0.18
21 238 0.49
21 254 0.20
21 255 3.18
21 258 0.55
21 266 1.58
21 274 3.00
21 347 2.31
21 349 0.67
21 351 0.32
21 353 0.85

207.66

面積総計(ha)区　分 施業の方法

長伐期施業を推進すべき森林

森林の区域

「土地に関する災害の防止、
土壌の保全の機能」
「快適な環境の形成の機能」
「保健文化機能」

の維持増進を図るための森林
施業を推進すべき森林
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林班 小班 面積
小班毎
面積計

面積総計(ha)区　分 施業の方法
森林の区域

21 354 0.58
21 381 1.88
21 382 0.66
21 384 0.44
21 454 0.53 53.18
22 177 0.12
22 297 2.63 2.75
25 425 0.46
25 430 0.26
25 509 3.21
25 513 0.31
25 519 0.62
25 521 2.90
25 535 0.19
25 538 0.31 8.26
26 173 0.04
26 187 0.90
26 188 0.58
26 190 0.62
26 191 3.33
26 195 0.41
26 196 3.22
26 223 0.81
26 224 0.44
26 225 1.34
26 227 3.47
26 238 2.17
26 247 4.43
26 250 0.93
26 252 0.81
26 254 3.70
26 265 0.72
26 282 6.91
26 283 7.53
26 284 4.33 46.69
27 235 1.55
27 238 0.06
27 243 0.63
27 244 2.33
27 337 1.11 5.68
37 77 2.13
37 81 0.14
37 82 2.59
37 187 0.19 5.05
38 364 0.09
38 367 0.06
38 410 0.92
38 412 0.71
38 490 2.70
38 491 0.04 4.52
41 336 0.08
41 337 0.07
41 338 0.07
41 341 0.21
41 346 3.08
41 350 0.27 3.78
42 307 0.05
42 405 1.81
42 493 0.04
42 498 0.16
42 499 0.43

- 39 -



（参考資料2-2）

林班 小班 面積
小班毎
面積計

面積総計(ha)区　分 施業の方法
森林の区域

42 500 0.14
42 501 0.17
42 502 0.25
42 503 0.91
42 511 3.83
42 512 0.30
42 513 0.04
42 514 0.08
42 515 0.20
42 516 0.87
42 517 0.25
42 518 0.10
42 519 0.15
42 520 0.04
42 521 1.61
42 522 0.03
42 523 0.08
42 524 0.48
42 525 0.14
42 526 3.15
42 527 0.71
42 528 0.23
42 529 0.30
42 539 1.78
42 540 0.24
42 541 0.12
42 542 0.21
42 543 0.27
42 544 0.17
42 545 0.08 19.42
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林班 小班 面積
小班毎
面積計

4 105 0.39
4 113 0.12
4 115 0.06
4 116 0.06
4 120 0.04
4 124 0.07
4 125 0.26
4 128 0.11
4 129 0.39
4 137 0.04
4 141 0.05
4 142 0.22
4 147 0.04
4 148 0.16
4 154 0.38
4 158 0.14
4 160 0.01
4 164 0.18
4 165 0.41
4 166 0.29
4 251 0.31
4 252 0.01
4 253 0.09
4 254 0.15
4 256 0.22
4 257 0.78
4 258 0.09
4 259 0.16
4 260 0.17
4 263 0.04
4 265 0.16
4 267 0.13
4 277 0.07
4 278 0.20
4 280 0.01
4 281 0.09
4 284 0.06 6.16
8 83 0.09
8 91 0.02
8 92 0.03
8 93 0.04
8 96 0.01
8 103 0.08
8 108 0.05
8 109 0.14
8 113 0.06
8 118 0.12
8 119 0.10
8 120 0.06 0.80
9 428 0.08
9 432 0.10
9 434 0.06
9 441 1.25
9 449 0.07
9 456 0.37
9 461 0.16
9 464 0.56
9 470 1.31
9 473 0.10
9 475 0.12
9 476 0.03

212.21

面積総計(ha)

複層林施業を推進すべき森林
（択伐によるものを除く）

「土地に関する災害の防止、土
壌の保全の機能」
「快適な環境の形成の機能」
「保健文化機能」

の維持増進を図るための森林施
業を推進すべき森林

区　分 施業の方法
森林の区域
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林班 小班 面積
小班毎
面積計

面積総計(ha)区　分 施業の方法
森林の区域

9 477 0.32
9 478 0.45
9 480 1.13 6.11
12 12 1.10
12 47 0.06
12 48 0.30
12 49 0.10
12 50 0.13
12 51 0.20
12 52 0.12
12 59 0.21
12 60 0.33
12 61 0.21
12 62 0.37
12 135 0.20
12 142 0.28
12 146 0.12
12 148 0.27
12 153 0.02
12 154 0.20
12 160 0.02
12 169 0.04
12 170 0.86
12 180 0.88
12 186 0.32
12 188 0.09
12 191 0.10
12 192 0.02
12 193 0.60
12 195 0.09
12 198 0.01
12 205 0.30 7.55
13 5 0.20
13 6 0.09
13 10 0.10
13 21 0.05
13 74 6.21
13 651 0.04
13 657 1.38
13 666 0.26 8.33
14 108 0.49
14 223 0.05
14 225 0.74 1.28
15 222 0.02
15 224 0.10
15 226 0.04
15 229 0.06
15 231 0.03
15 232 0.19
15 233 0.12
15 234 0.04 0.60
17 38 0.26
17 41 1.59
17 44 8.37
17 117 1.35
17 119 0.43
17 121 0.93
17 122 4.60
17 167 0.61
17 169 0.10
17 170 0.05
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林班 小班 面積
小班毎
面積計

面積総計(ha)区　分 施業の方法
森林の区域

17 175 0.03
17 177 0.09
17 182 1.98
17 183 0.43
17 184 1.08
17 197 0.68
17 198 0.07
17 199 0.09
17 202 0.05
17 204 1.56
17 205 4.68
17 220 1.46
17 221 0.94
17 226 0.37
17 241 2.09 33.89
20 324 0.04
20 332 0.29
20 343 0.10 0.43
21 155 0.46
21 159 0.12
21 162 0.37
21 185 0.17
21 187 1.86
21 190 0.09
21 193 0.20
21 194 1.49
21 195 0.45
21 196 2.02
21 343 0.35
21 344 0.45
21 345 0.82
21 346 0.13
21 348 0.86
21 350 0.28
21 356 0.09
21 360 4.36
21 363 0.72
21 368 0.50
21 370 0.16
21 383 3.52
21 385 0.04
21 386 0.06
21 433 0.10 19.67
23 37 0.13
23 38 0.24
23 39 0.07
23 40 0.08
23 41 0.03
23 42 0.06
23 43 0.03
23 44 0.06
23 45 0.04
23 46 0.06
23 47 0.01
23 73 0.15
23 76 0.17
23 107 0.04
23 110 0.01
23 111 0.07
23 113 0.02
23 117 0.01
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林班 小班 面積
小班毎
面積計

面積総計(ha)区　分 施業の方法
森林の区域

23 118 0.11
23 120 0.05
23 124 0.04
23 128 0.06
23 129 0.01
23 131 0.27
23 135 0.27
23 139 0.03
23 143 0.06
23 145 0.07
23 151 0.23
23 152 0.04
23 153 0.04
23 154 0.01
23 155 0.04
23 156 0.02
23 157 0.04
23 158 0.16
23 159 0.14
23 160 0.02
23 161 0.03
23 162 0.05
23 163 0.06
23 164 0.09
23 165 0.01
23 167 0.02
23 169 0.09
23 170 0.15
23 171 0.04
23 172 0.08
23 173 0.06
23 174 0.17
23 175 0.14
23 176 0.19
23 177 0.15
23 178 0.11
23 179 0.05
23 182 0.08
23 183 0.11
23 185 0.02
23 189 0.13 4.82
28 485 0.87
28 491 0.87
28 518 0.24
28 519 0.12
28 521 0.27
28 525 0.99
28 526 0.22
28 527 0.49
28 561 2.73
28 568 0.17
28 572 0.55
28 613 3.91
28 614 0.11
28 615 2.17 13.71
31 4 0.12
31 5 1.62
31 6 0.14
31 7 0.10
31 8 0.23
31 9 0.04

- 44 -



（参考資料2-3）

林班 小班 面積
小班毎
面積計

面積総計(ha)区　分 施業の方法
森林の区域

31 19 0.15
31 22 0.13
31 43 0.27
31 44 0.48
31 45 0.41
31 46 0.13
31 49 0.64
31 50 0.03
31 52 0.03
31 53 0.03
31 56 0.40
31 103 1.94
31 105 0.01
31 114 0.25
31 118 0.04
31 121 0.06
31 125 0.03
31 127 0.53
31 129 0.02
31 130 0.03
31 133 0.12
31 134 0.06
31 136 0.04
31 187 0.06
31 219 0.02
31 223 0.24
31 225 0.42
31 228 0.49
31 229 0.14
31 230 0.14
31 232 0.18
31 233 0.09
31 234 0.60
31 235 0.08
31 238 0.07
31 239 0.06
31 240 0.07
31 243 0.08
31 246 0.11
31 247 0.11
31 248 0.15
31 249 0.05
31 250 0.10
31 252 0.14
31 254 0.03
31 255 0.04
31 256 0.06
31 257 0.02
31 259 0.08
31 260 0.13
31 261 1.43
31 263 0.08
31 264 0.01
31 265 0.03
31 266 0.01
31 267 0.08
31 268 0.46
31 269 0.01
31 270 0.06
31 271 0.04
31 272 0.04
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林班 小班 面積
小班毎
面積計

面積総計(ha)区　分 施業の方法
森林の区域

31 273 0.01
31 275 0.04
31 276 0.06
31 277 0.03
31 278 0.01
31 282 0.23
31 283 0.11
31 284 0.13
31 285 0.10
31 287 0.09
31 288 0.06
31 289 0.03
31 290 0.07
31 291 0.02
31 292 0.11
31 293 0.01
31 294 0.01
31 296 0.03
31 297 0.02
31 298 0.01
31 299 0.04
31 300 0.04
31 301 0.57
31 302 0.08
31 303 0.05
31 304 0.06
31 306 0.03
31 307 0.07
31 308 0.03
31 309 0.06
31 310 0.04
31 312 0.05
31 313 0.13
31 314 0.14
31 317 0.02
31 318 0.04
31 323 0.03
31 324 0.16
31 386 0.13
31 424 0.03
31 425 0.61
31 426 0.12
31 427 0.02
31 433 1.30
31 435 0.93
31 437 0.10
31 438 0.06
31 439 0.16
31 440 0.26
31 441 0.03
31 465 1.33
31 471 0.03
31 472 0.06
31 476 0.02
31 480 0.32 22.42
32 1 4.57
32 2 0.19
32 10 0.25
32 12 0.10
32 13 0.05
32 14 0.07
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林班 小班 面積
小班毎
面積計

面積総計(ha)区　分 施業の方法
森林の区域

32 15 0.09
32 16 0.24
32 19 0.06
32 20 0.62
32 21 0.04
32 22 0.13
32 23 0.31
32 24 0.21
32 25 0.04
32 27 0.03
32 29 0.33
32 31 0.02
32 33 0.01
32 34 0.02
32 36 0.05
32 39 0.03
32 92 0.03
32 93 0.18
32 94 0.18
32 95 0.27
32 96 0.03
32 98 0.09
32 100 0.04
32 101 0.02
32 102 0.03
32 103 0.56
32 106 0.60
32 107 0.06
32 111 0.06
32 127 0.08
32 131 0.05
32 167 0.08
32 169 0.08
32 170 0.04
32 171 0.09
32 172 0.09
32 173 0.05
32 177 0.08
32 365 0.49
32 381 0.06
32 382 0.14
32 383 0.07
32 384 0.44
32 385 0.10
32 386 0.03
32 387 1.28
32 391 0.02
32 395 0.57
32 397 0.09
32 398 0.01
32 400 0.37
32 401 0.04
32 402 0.28
32 404 0.10
32 405 0.08
32 406 0.02
32 407 0.08
32 408 0.94
32 409 0.06
32 411 0.09
32 412 1.03

- 47 -



（参考資料2-3）

林班 小班 面積
小班毎
面積計

面積総計(ha)区　分 施業の方法
森林の区域

32 413 0.06
32 414 0.08
32 415 0.05
32 416 0.15
32 417 0.08
32 419 0.14
32 420 0.17
32 421 0.08
32 422 0.09
32 423 0.54
32 424 0.02
32 425 0.04
32 453 0.06
32 454 0.09
32 456 0.08
32 457 0.22
32 458 0.10 18.69
33 64 0.08
33 65 0.09
33 66 0.10
33 67 0.18
33 70 0.01
33 71 0.04
33 72 0.02
33 73 0.06
33 74 0.20
33 75 0.03
33 76 0.12
33 77 0.16
33 79 0.03
33 80 0.14
33 81 0.05
33 82 0.06
33 83 0.13
33 84 0.28
33 85 0.07
33 87 0.31
33 88 0.14
33 115 0.46
33 118 0.06
33 120 0.06
33 121 0.05
33 123 0.40
33 124 0.01
33 126 0.03
33 130 0.12
33 131 0.20
33 152 0.51
33 160 0.23
33 162 0.21
33 164 0.03
33 168 0.05
33 169 0.09
33 170 0.04
33 173 0.02
33 176 0.10
33 201 0.03
33 202 0.05 5.05
34 22 0.64
34 64 0.33
34 68 0.04
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林班 小班 面積
小班毎
面積計

面積総計(ha)区　分 施業の方法
森林の区域

34 70 0.01
34 579 0.13
34 580 0.08
34 588 0.08
34 667 0.45
34 724 0.10 1.86
35 350 0.71 0.71
37 28 0.09
37 30 0.19 0.28
38 1 1.18
38 3 0.26
38 31 0.23
38 76 0.13
38 80 0.06
38 83 0.22
38 88 1.98
38 90 0.22
38 91 0.34
38 93 1.50
38 402 0.16
38 404 0.04
38 405 0.07
38 407 0.41
38 408 0.18
38 409 0.15
38 411 1.93 9.06
39 118 0.23
39 119 0.02
39 120 0.07
39 121 0.05
39 124 1.61
39 145 0.24
39 146 0.52
39 147 0.63
39 148 0.53
39 149 0.22
39 151 0.49
39 152 0.32
39 153 0.49
39 154 0.19
39 156 0.40
39 158 0.34
39 160 0.26
39 161 0.20
39 165 0.11
39 166 0.10
39 167 0.12
39 169 0.13
39 171 0.13
39 173 0.04
39 176 0.06
39 180 0.86
39 181 0.31
39 182 0.64
39 183 0.73 10.04
40 12 0.12
40 25 0.12
40 26 0.72
40 30 0.82
40 31 0.05
40 34 0.06
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（参考資料2-3）

林班 小班 面積
小班毎
面積計

面積総計(ha)区　分 施業の方法
森林の区域

40 35 0.03
40 38 0.05
40 39 0.03
40 42 0.04
40 43 0.01
40 44 0.07
40 47 0.12
40 70 0.23
40 221 0.07
40 223 0.05
40 224 0.18
40 226 1.00 3.77
41 95 0.80
41 96 0.09
41 98 0.28
41 100 0.08
41 107 0.03
41 108 0.09
41 112 0.13
41 117 0.36
41 122 0.09
41 123 0.13
41 124 0.13 2.21
42 99 0.04
42 100 0.87
42 101 0.84
42 150 0.16
42 155 0.15
42 164 0.52
42 165 0.31
42 167 0.47
42 168 1.10
42 169 0.24
42 171 0.18
42 173 0.39
42 196 0.10
42 199 0.11
42 201 0.14
42 205 0.11
42 206 0.06
42 207 0.04
42 209 0.17
42 290 0.21
42 291 0.27
42 293 0.29
42 294 1.47
42 297 0.09
42 299 0.14
42 300 0.23
42 302 0.20
42 303 0.23
42 304 1.36
42 305 0.21
42 306 0.06
42 309 0.17
42 310 3.38
42 406 0.14 14.45
43 105 0.07
43 106 0.03
43 107 0.03
43 113 0.06
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（参考資料2-3）

林班 小班 面積
小班毎
面積計

面積総計(ha)区　分 施業の方法
森林の区域

43 114 0.13
43 115 0.75
43 117 0.22
43 119 0.02
43 390 0.21
43 405 1.65
43 406 1.64
43 407 2.35
43 411 0.56
43 413 1.47
43 417 0.13
43 418 0.01
43 420 0.03
43 422 0.77
43 428 0.12
43 429 1.67
43 430 0.14
43 432 0.13
43 434 0.12
43 466 0.89
43 467 0.14
43 468 0.22
43 469 0.24
43 470 0.07
43 471 3.94
43 472 0.44
43 473 1.85
43 474 0.22 20.32
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（参考資料3）

松くい虫対策を行う森林等の区域

苓北中学校松林

志岐漁港海岸松林

巴崎地区保全松林

城山地区保全松林

富岡東・西海岸地区保全松林

富岡出来町地区保全松林
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基幹路網位置図

1.中村仁田尻線

2.鶴の尾線

3.金井の森線

4.千保線

5.苓北天草線

6.年平線

7.萱の木線

- 53 -



土捨場位置図

1.土捨場：都呂々字ハゲ河内
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